
保育料は、保護者の町民税の課税額に応じて、東川町が定める水準を限度に設定します。

子どもが２人以上いる世帯の保育料負担は、軽減されます。

東川町から子ども・子育て支援支給認定決定通知書が発行され、入園が決定します。

またその時に毎月の保育料をお知らせします。

４　入園の決定と保育料

その他保育にあたれない理由を証明する書類

学校発行の在学証明書と時間割

介護・看護されている方の医師の診断書、介護保険被保険者
の要介護度がわかる部分のコピー、ケアプランのコピー、又は、
障害者手帳のコピー

医師の診断書又は、障害者手帳のコピー

母子手帳のコピー（保護者の氏名・住所欄及び分娩予定日が
わかるページ）

「民生委員確認書」

「就労証明書」

必要な添付書類

その他の理由

学校に通学中又は、入学を予定している

祖父母等の介護・看護にあたっている

傷病や心身の障害がある

出産を予定している

自営業（親族経営も含む）
就職活動中

就労をしている
就労先が内定している

保護者等の状況

ア　支給認定申請書

イ　入園申込書

ウ　家庭状況調査書

エ　税関係資料（ 「市町民税課税証明書」等 ）

オ　入園要件確認のための書類（ 以下の表から当てはまるものをご用意ください。 ）

以下のア～オの書類を保育園へ提出してください。

３ 提出書類

①  居宅外で労働することを常態としていること。

②  居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外に労働をすることを常態としていること。
　    （ 労働については 1カ月 64時間以上であること ）

③  妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

　    （ 対象期間は分娩予定６週間〔１か月半〕～産後８週間〔２か月〕 ）

④  疾病若しくは負傷、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

⑤  長期にわたり同居の親族を介護していること。

⑥  震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること。

⑦  町長が認める前号に類する状態にあること。（ 求職活動等 ）

次の各号のいずれかに該当する場合に入園できます。

２ 保育必要性の基準

産休明け (生後８週後 )～２歳児（４月１日時点で２歳の子ども）
  ＊保護者が保育の必要性の認定 (３号認定 )を東川町から受けることが必要となります。

１  入園対象児

東川こまくさ保育園 利用のしおり



前月の１５日までの申し込みが必要です。

定員を超えるときは、お受けできないこともあります。

登録申請後事前申し込み登録申請後事前申し込み
上記記載通り申し込み

￥2,000

￥1,000

１日利用

半日利用

＊兄弟割引あり

　お弁当・おやつ持参

￥1,500

￥800

￥250

￥50

1 日利用

半日利用

給食利用

おやつ

東川町規定の保育料保育料

１２/２９～１/３の

年末年始休み

１２/２９～１/３の

年末年始と日祝日

１２/２９～１/３の

年末年始と日祝日
休園日

就労日利用が条件

就学前までの児童
３号認定外も可

就学前までの児童
３号認定の子ども

産休明けから２歳児
対象児童

７：３０～１８：３０

日祝日
８：３０～１７：３０内の

８時間以内の利用

月曜日～土曜日
７：３０～１８：３０
月曜日～土曜日

対象時間

４名４名１９名園児定員

休日保育一時保育通常保育

８  通常保育とその他の保育の内容

・おひるね用布団セット (敷布団、シーツ、タオルケット、毛布 )

・着替え衣類等…各自のロッカーに保管し、随時補充してください。

　　シャツ (肌着 )、パンツ、服、ズボン（各３セットくらい）食事用エプロン、口ふきタオル

　　靴下、帽子、ジャンバー

・おむつ（布おむつ、紙おむつ、紙パンツどれでもかまいません）

・汚れ物を入れるビニール袋 (スーパーの袋等 ) ３～４枚、お尻拭き

　　　★上記は一応の目安です。必ず持ち物には記名をお願いします。

７  必要な持ち物

　・但しアレルギー除去食が必要な場合は医師の指示書が必要となります。

　・アレルギー除去対応は卵製品・乳製品・小麦製品の 3大除去対応とします。

   　　 ★これ以外のアレルギー除去が必要な場合は持参していただくことがあります。

登園中の給食は完全給食（離乳食・ミルク・幼児食・おやつ・アレルギー除去食）となります。

６  給食について

　新年度の新入園希望は前年度 12 月頃に園児募集案内を広報にてお知らせしますが、年度途中での入園希

望の場合は直接保育園にお問い合わせください。入園希望は遅くても入園の1か月前までにお願い致します。

①  問い合わせ（電話・来園）

②  保育園見学・保育園説明（入園申請書類をお渡しします）

③  申し込み書類の提出

④  入園決定　郵送にてご自宅に送られます。

⑤  入園説明（面接）～ 保育園の説明や入園の手続のための書類をお渡しします。また、お子様の状況を伺い、

　  留意事項等を確認します。

⑥  入園スタート　入園する園児は、まずは慣らし保育から始めて園の生活に少しずつ慣れるように１週間程度

　  「ならし保育」を行います。

５  入園の手順


